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（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、もうかる６次化・農商工連携支援事業費補助金（以下「本補助金」と

いう。）の交付について、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、意欲ある農林漁業者、連携する食品加工業者等が行う６次産業化や農商工連携

による取り組みを支援することにより、元気な農林漁業者等を育成し、地域農林水産業の振興、地域

経済の活性化を図ることを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表１の第１欄に掲げる事業について、次に掲げる者

に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

（１）別表１の第１欄の(１)に掲げる事業（以下「直接補助事業」という。）を行う同表の第２欄に掲

げる者 

（２）もうかる６次化・農商工連携支援事業（６次産業型・農商工連携型）実施要領（平成２７年３月

３０日付第２０１４００２００７３２号鳥取県農林水産部長通知）に基づいて認定されたプラン

（以下「プラン」という。）に基づき行われる別表１の第１欄の(２)又は(３)に掲げる事業（以下

「間接補助事業」という。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、同表の第３欄に掲げる経費（以

下「間接補助対象経費」という。）の額（仕入控除税額（間接補助対象経費に含まれる消費税及び

地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る

消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規

定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）に同表の第４欄に定

める率を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）以上の間接

補助金を交付する同表の第５欄に掲げる者 

２ 本補助金の額は、次のとおりとする。ただし、別表１の第２欄に掲げる事業実施主体の区分ごとに

同表の第７欄に定める額（以下「補助上限額」という。）を上限とする。 

（１）直接補助事業に要する別表１の第３欄に掲げる経費（以下「直接補助対象経費」という。）の額

（仕入控除税額を除く。）から、当該補助事業内収入（本補助金を除く。）を控除した額に同表の第

６欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）以下とする。 

（２）間接補助事業の単年度におけるプラン１件当たりの支援事業については、間接補助対象経費の

額（仕入控除税額を除く。）に補助率を乗じて得た額以下とする。 

３ 鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっ

ては、県内事業者（同条例第２条第１項の「事業者」の定義に従い、県内に本店、支店、営業所、事

務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。

以下同じ。）への発注に努めなければならない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、別表２の第２欄に掲げる事業区分に係る同表の第１欄の要件のいず

れかに該当する事業については、間接補助対象経費の額（仕入控除税額を除く。）に同表の第４欄に

定める率を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）以上の間接



補助金を交付する別表１の第５欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

５ 前項の規定により交付する本補助金の額は、第２項の規定にかかわらず、間接補助対象経費の額

（仕入控除税額を除く。）に別表２の第３欄に定める率を乗じて得た額以下とし、かつ、別表１の第

２欄に掲げる事業実施主体の区分ごとの単年度における支援事業に係る本補助金の額は補助上限額

に２分の３を乗じて得た額以下とする。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、知事が定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号によるもの

とする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が

５％を超えている公益法人等（消費税法別表第３に掲げる法人及び同法第２条第７項に規定する人

格のない社団等をいう。）若しくは地方公共団体であるとき、又は簡易仕入控除税額が明らかでない

ときは前条第２項及び第５項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む直接補助対象経費又は間接

補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交

付申請をすることができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２５日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第２号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項及び第５項の規定にかかわ

らず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控

除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、当該変更

後の額。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

 

（間接交付の条件） 

第６条 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、第３条第１項第１号に規定す

る間接補助金（以下単に「間接補助金」という。）を交付するときは、その交付を受ける者（以下「間

接補助事業者」という。）に対し、次の表の左欄に掲げる規則の規定（これらの規定中同表の中欄に

掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えたものとする。）に準じた内容の条件を

付さなければならない。 

第１２条（第４項を除く。）、第１３

条、第１４条、第１６条第２項後

段、第１７条、第２５条及び第２６

条 

補助事業者等 間接補助事業者 

交付決定 間接交付の決定 

補助事業等 間接補助事業 

知事 補助事業者 

様式第２号による 補助事業者が定める 

対象事業 間接補助事業 

様式第３号による 補助事業者が定める 

補助金及び間接県費補助金等 間接補助金 

 

（承認を要しない変更等） 

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 

（１）別表１の第８欄に定める変更 

（２）間接補助金の減額 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 



 

（間接的な変更等の承認） 

第８条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１２条の規定に準じた内容の条件に基づき、

間接補助事業について変更等の承認をしようとする時は、あらかじめ規則様式第２号による申請書

を知事に提出して、その承認を受けなければならない。 

２ 第５条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。 

３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第１２条第１項（同条第２項において準用す

る場合を含む。）の別に定める変更等を定めるに当たっては、間接補助事業ごとに別表１の第８欄に

定める変更並びに間接補助事業の中止及び廃止を定めてはならない。 

 

（指示等の報告） 

第９条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１３条又は第１６条第２項後段の規定に準

じた内容の条件に基づき、間接補助事業者に対して指示をし、又は間接補助事業者から報告を受け

たときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、間接補助事業者に対し、間接補助事業により整備した機械又は施設に、事業実施年

度と間接補助事業名を表示するよう指示しなければならない。 

 

（実績報告の時期等） 

第１０条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下、「実績報告」という。）は、次に掲げる日まで

に行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号の場合にあっては、間接補助事業の完了の日から３０日を経過する

日叉は完了の日の属する年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日。 

（２）規則第１７条第１項第２号の場合にあっては、間接交付の中止若しくは廃止の日から２０日を

経過する日。 

（３）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、間接補助事業の完了予定年月日の属する年度の

翌年度の４月１０日。 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第

３号によるものとする。 

３ 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告

控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超え

る場合は、間接補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告の後

に、申告により仕入控除税額が確定した場合においては、確定次第速やかに、様式第４号により知事

に報告を行うこととする。なお、その額が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額

を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超えるときは、知事の返還命令を受けて、その超える額

に対応する額を県に返還しなければならない。 

 

（間接補助金の支払） 

第１１条 補助事業者は、間接補助事業にかかる本補助金の支払を受けたときは、その支払いを受け

た額に応じた額の間接補助金を、遅滞なく間接補助事業者に支払わなければならない。 

 

（間接的な財産処分の承認） 

第１２条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第２５条第２項の規定に準じた内容の条件

に基づき、財産の処分の承認をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならな

い。 

２ 第５条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。 



３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第２５条第２項ただし書の期間を定めるに

当たっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用

年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知事が別に定める期間）より短い期間を定

めてはならない。 

４ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第２５条第２項第４号の財産を定めるに当

たっては、次に掲げる財産を定めなければならない。ただし、当該財産以外の財産を定めることを妨

げない。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が５００千円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの。 

 

（補助金の返還等） 

第１３条 補助事業者は、第３条第４項及び第５項に基づき間接補助金の交付を受けた間接補助事業

者が、別表２の第５欄に該当する場合は、速やかに間接補助事業者に対して様式第５号による届出

を指示し、知事に報告しなければならない。この場合においては、交付された本補助金の額に３分の

１を乗じて得た額を上限に、規則第２１条第１項の規定により交付決定の一部を取り消し、規則第

２２条第１項により補助金の返還を命ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合は、この限りでない。 

（１）天災等、間接補助事業者の責めに帰さないやむを得ない事情により別表２の第１欄の要件を満

たすことが困難になったと認められる場合 

（２）新型コロナウイルス感染拡大の影響により別表２の第１欄の要件を満たすことが困難になった

と認められる場合で、同表の第６欄に定める期間内に同表の第１欄の要件を満たしたとき 

（３）その他、農林水産部長が特に認めた場合 

 

（収益納付） 

第１４条 補助事業者は、交付事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより収入

があったときは、当該収入があったことを知った日から１０日以内に、知事にその旨を報告しなけ

ればならない。 

２ 前項の場合において、知事がその収入の全部又は一部に相当する額を県に納付するよう指示した

ときは、補助事業者は、これに従わなくてはならない。 

 

（財産に関する書類の保管） 

第１５条 補助事業者は、間接補助事業者に対し、当該間接補助事業により取得した財産について処

分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳（様式第６号）及びその他関係書類を整備し、保管す

ることを条件に付さなければならない。 

 

（提出書類） 

第１６条 規則及びこの要綱の規定により県に提出する書類の提出先は次の表のとおりとする。 

事 業 区 分 事業主体 提   出   先 

始動型（水産分野以外） 農林業者、加工

グループ、農林

産業を営む法人 

東部農林事務所（八頭郡内に係るものにあって

は、東部農林事務所八頭事務所）、中部総合事務

所又は西部総合事務所（日野郡内に係るものに

あっては、西部総合事務所日野振興センター） 

食品加工業者 東部農林事務所、中部総合事務所又は西部総合

事務所 

６次産業型（水産分野以外）  東部農林事務所（八頭郡内に係るものにあって

は、東部農林事務所八頭事務所）、中部総合事務

所又は西部総合事務所（日野郡内に係るものに



あっては、西部総合事務所日野振興センター） 

農商工連携型（水産分野以外）  東部農林事務所、中部総合事務所又は西部総合

事務所 

始動型、６次産業型又は農商工連携型（水産分野） 農林水産部水産振興局水産振興課 

 

（雑則） 

第１７条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水産

部長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この要領は、平成２７年７月１５日から施行する。 

３ この要領は、平成２８年３月３０日から施行する。 

４ この要綱は、平成２９年３月２７日から施行し、平成２９年度事業から適用する。 

５ この要綱は、平成３０年３月２９日から施行し、平成３０年度事業から適用する。 

６ この要綱は、平成３１年３月１４日から施行し、平成３０年度事業から適用する。 

７ この要綱は、令和２年３月２７日から施行し、令和２年度事業から適用する。 

８ この要綱は、令和３年３月２６日から施行し、令和３年度事業から適用する。 

９ この要綱は、令和４年４月８日から施行し、令和４年度事業から適用する。 

１０ この要綱は、令和４年９月２８日から施行する。なお、この要綱の改正前の規定によりプランの

認定を受けた事業については、従前の例による。 

１１ この要綱は、令和５年３月３１日から施行し、令和５年度事業から適用する。なお、この要綱の

改正前の規定によりプランの認定を受けた事業については、従前の例による。 

１２ この要綱は、令和５年７月１２日から施行する。 

１３ この要綱は、令和５年１０月５日から施行し、令和２年度事業から適用する。 

１４ この要綱は、令和６年３月２２日から施行し、令和６年度事業から適用する。なお、この要綱

の改正前の規定によりプランの認定を受けた事業については、従前の例による。 

１５ この改正は、令和７年３月２４日から施行し、令和７年度事業から適用する。 



別表１（第３条、第７条、第８条関係） 

１ 

事業区分 

２ 

事業実施主体 

３ 

補助対象経費 

４ 

間 接 

補助率 

５ 

間接交 

付主体 

６ 

補助率 

 

７ 

補助上限額 

 

８ 

重要な変更 

(1)始動型 県内に事業所又は作業場等の拠

点を有する次の者とする 

(1)農林漁業者 

(2)加工グループ 

(3)農林水産業を営む法人 

(4)食品加工業者（従業員 20 人

以下の小規模企業者に限る。） 

県産農林水産物又は県産ジビエを用いた

６次産業化・農商工連携に係る加工品の商

品開発・改良のための試作（OEM、委託製造

の活用を含む。）、テスト販売、マーケティ

ング等に係る経費（50 万円未満の器具・備

品の購入費を含む。） 

 

－ － １／２ 500 千円 本補助金の増額 

(2)６次産

業型 

県内に事業所又は作業場等の拠

点を有する次の者とする 

(1)農林漁業者 

(2)農林水産業を営む 

法人 

(3)農漁協・任意組織 

（規約を有すること） 

 

６次産業化に係る推進活動及び施設・機械

整備（ただし、３０千円以上のもの）等 

※ただし、以下の経費については対象外

とする。 

・不動産（土地代及び建築物）の購入

及び土地基盤の整備 

・農林水産物の生産に係る施設・機械

機器整備 

・県が行う認証又は許可等の申請に係

る経費（継続認定等に係る調査手数

料等を含む。）及び認証又は許可等の

要件となる講習会参加等に係る経費

（受講料、旅費等） 

１／２ 市町村 １／３  

(1)農林漁業者 

3,000 千円 

 

(2)農林水産業を営 

む法人 

7,000 千円 

(3)農漁協・任意組

織（規約を有す

ること） 

3,000 千円／受益者 

（上限 30,000 千円） 

間接補助金の増

額 

 

(3)農商工

連携型 

県内に事業所を有する 

次の者とする 

(1)食品加工業者 

(2)食品衛生法に基づく食肉処理

業の営業許可を取得し、ジビ

エ（シカ、イノシシなどの狩

猟の対象となり食用とする野

生鳥獣、又はその肉）を主と

して扱っている事業者 

農林漁業者（団体を含む。）と連携した取り

組みに必要な施設・機械整備（ただし、 

３０千円以上のもの） 

※ただし、以下の経費については対象外と

する。 

・不動産（土地代及び建築物）の購入

及び土地基盤の整備 

１／３ 市町村 １／３ 10,000 千円 間接本補助金の

増額 

※補助事業対象経費が工事請負費及び委託費の場合は、県内事業者に発注したものに限り補助対象とする。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への

発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない。 

 



別表２（第３条、第１３条関係） 

１ 嵩上げ要件 ２ 対象とな

る事業区分 

３ 嵩上げ後

の補助率 

４ 嵩上げ後の間

接補助率 

５ 届出 ６ 猶予期間 

(1)プランの期間内に食品にかかる海外認証等の

取得が見込める場合 

６次産業型 １／２ ２／３ プランの期間内に認証等を

取得できない場合 

プラン終了年度の翌年度

から起算し認定されたプ

ラン期間と同等の期間 

 

農商工連携型 １／２ 

(2)事業実施主体又はその連携体が既に県外で行

っている主たる加工品製造の全部又は一部を

県内に移転するための事業であり、次に掲げる

要件を全て満たす場合 

ア 事業実施により、プラン終了年度の翌年度

までに県外から移転する主たる加工品（以下

「切り替え加工品」という。）の県内の取扱

量又は取扱金額が県外を上回ること。 

イ 整備する機械施設等は、切り替え加工品の

製造に必要最小限な能力とすること。 

６次産業型 

 

 

 

２／３ プラン終了年度の翌年度に

第１欄（２）の要件を満たせ

ない場合 

農商工連携型 １／２ 

 


